
5 6 月の予定

 5  月 15 日 ㈭  監査会 （青申会 10時）
 5  月 19 日 ㈪  三役会 （青申会 13時）
      理事会 （青申会 14時）
 5  月 27 日 ㈫  通常総会
     （ブリーズベイホテル リゾート＆スパ 16 時）
 6  月 19 日 ㈭  三役会 （青申会 13時）
      理事会 （青申会 14時）

支部等行事予定表
 5 月
 2 日 ㈮ 港南支部  定時総会 （青申会 16時）
 7 日 ㈬ 金沢支部  定時総会 （龍華寺 16時）
 8 日 ㈭ 寿  支  部  定時総会 （青申会 16時）
 9 日 ㈮ 磯子支部  定時総会 （杉田劇場 16時）
 13 日 ㈫ 大岡支部  定時総会 （青申会 16時）

 6 月
 10 日 ㈫ 寿支部  定例役員会 （青申会 14時）
 28 日 ㈯ 金沢支部  定例役員会 （洲崎町内会館 18時）
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　転居や廃業された方、その他変更事項がある方は、青色
申告会事務局（713－3111）へご連絡の上、手続きを
お願いします。手続きをしていただかないと、住所変更等
をすることができません。退会される場合は、必ず所定の
退会届出書を青色申告会事務局へご提出ください。

● 住所変更手続き等のお願い ●

【日　　程】　5月12日㈪     6 月10日㈫
【担　　当】　東京地方税理士会横浜南支部所属税理士
【場　　所】　横浜南青色申告会館
【時　　間】　午後1時より午後4時まで
【相談時間】　概ね 30分程度
【申込方法】　横浜南青色申告会事務局（713-3111）へ
　　　　　　お電話にてお申込みください。

無料税務相談（予約制）

【担　　当】　沢藤総合法律事務所所属弁護士
【場　　所】　沢藤総合法律事務所
【相談時間】　概ね 30分程度
【申込方法】　横浜南青色申告会事務局（713-3111）へ
　　　　　　お電話にてお申込みください。

無料法律相談（予約制）

納期のお知らせ
◎ 固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付 

◎ 自動車税の納付

◎ 軽自動車税の納付

納期限 4月30日

納期限 6月 2 日

納期限 6月 2 日

● 第28回 通常総会のお知らせ ●

5月27日 ㈫■ 日 程：
16時00分■ 開 会：
ブリーズべイホテル　リゾート＆スパ■ 会 場：
（横浜市中区花咲町1－22－2）

　総会は、代議員総会となっております。正会員の方は、
総会に出席し意見を述べることができます。議決権は代
議員となりますのでご了承ください。

● 事務局のお休みのお知らせ ●

　会員の皆様にはご迷惑をおかけする事になりますが、
ご理解ご協力をお願いいたします。

終日お休みになります

 4月17日 ㈭ ・5月19日 ㈪
 5月27日 ㈫・6月19日 ㈭ 

● 会費の口座振替のお知らせ ●
　5月19日㈪は、会費の口座振替日です。前日までに
預金口座へのご入金をよろしくお願いいたします。

年額24,000円 

定時総会開催のお知らせ
　各支部の定時総会が下記の日程で開催されま
す。詳細につきましては、当会ホームページに掲載
しておりますので参加希望の方はご確認ください。

港南支部
金沢支部
寿 支 部
磯子支部
大岡支部

横浜南青色申告会館
龍 華 寺
横浜南青色申告会館
杉 田 劇 場
横浜南青色申告会館

16時00分より
16時00分より
16時00分より
16時00分より
16時00分より

5月 2日㈮
5月 7日㈬
5月 8日㈭
5月 9日㈮
5月13日㈫

各  　支  　部
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専従者・従業員がいる方は、源泉税個別指導会（6月～7月10日）、年末調整指導会（12月～1月20日）にお越しください。

横浜南青色申告会事務局では、日々、記帳などのご相談を承っております。ご不明な点は早目に解消を！

予約不要記帳などのご相談はお早めに！！新規入会者の方も必見！

※混雑した場合途中で受付を締切る場合がございますので、時間に余裕をもってお越しください。

横浜南青色申告会　指導会年間スケジュール

〇 新規入会者の方
〇 今年から会計ソフトを使う方
〇 記帳方法が分からない方
〇 会計ソフトを利用されていて入力した内容の確認を
    ご希望の方
〇 複式簿記で記帳されていて試算表が合っていない
    月がある方

〇 今年10万円以上の車・パソコン・備品など減価償
    却資産を購入された方（減価償却の計算をこの期間に
    済ませてください）
〇 賃貸物件を購入又は建替えや大規模な修繕をされ
    た方（減価償却の計算をこの期間に済ませてください）
〇 本年分が消費税課税事業者の方
〇 インボイスの申請をされた方
〇 その他お分かりにならない事がある方

記帳指導期間
以下に該当する方は必ず9月末までにご相談にお越しください。

≪記帳方法、会計ソフトの入力方法・入力内容の確認などの指導を行う期間です。≫

※会計ソフトの入力指導はブルーリターンAのみとなります。他社のソフトはプリントアウトしてご相談ください。

決算指導期間
≪決算の仕方等を指導する期間です。≫

記帳でお分かりにならない事を聞いて頂く期間ではありません。記帳などでお分かりにならないことがある方は、
9月末までの記帳指導期間内に必ずご相談にお越しください。

記帳内容確認期間（決算準備指導会）
≪記帳確認や入力確認を行い決算に向けて指導をする期間です。≫

11月末まで開催。お早めにご相談にお越しください。

3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月

8月

7月

6月

5月

4月

横浜南青色申告会に
ご相談ください。

会計ソフト？

記帳？
65万円
控除？

受付時間：午前9時から11時　 午後1時 から 3時30分 　(土日祝日を除く)

　令和7年1月21日から3月17日までの期間、東京地方税理士会横浜
南支部の協力を得て、決算個別指導会を横浜南青色申告会館で開催し、
多くの会員の皆様にご利用いただきました。開催期間中、ご協力いただ
きました会員の皆様、東京地方税理士会横浜南支部の皆様に感謝申し
上げます。ありがとうございました。

令和6年分 決算個別指導会を開催しました
利 用 状 況 （1月21日～3月17日） 
来　所　者　数

 e－Tax利用者数

延べ2,493名
1,169名

横浜南青色申告会青色だよりは、当会ホームページ ( http://yoko373aoiro.or.jp )でもご覧いただけます。
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予定納税の納付をお忘れなく

　左記（2）に該当する場合は、前年分の課税総所得金
額および分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等
の金額に係る所得税額（除外所得の金額がある場合に
は、除外所得の金額がなかったものとみなして計算し
た金額とします。また、災害減免法の規定の適用を受
けている場合には、その適用がなかったものとして計
算した金額とします。）から源泉徴収税額（除外所得の
金額に係るものを除きます。）を控除して計算した金額
および当該金額の復興特別所得税額の合計額が予定
納税基準額となります。
　左記（1）または（2）の予定納税基準額が15万円以
上になる方は、予定納税が必要になります。予定納税
額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、
書面またはe-Taxによる通知で通知されます。

③ 予定納税の納付額及び納付期間
　予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、
第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分と
して11月1日から12月1日までに納めることになってい
ます。（特別農業所得者以外）

④ 予定納税の減額申請
　その年の6月30日の現況で所得税及び復興特別所
得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、
7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額
申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額
されます。
詳しくは、青色申告会事務局（713 -3111）までお問
合せください。

① 概 要
　予定納税は、その年の5月15日現在において確定し
ている前年分の所得金額や税額などを基に計算した金
額（予定納税基準額）が15万円以上となる方につい
て、その方が一時に税金を納付した場合の負担感を緩
和することや、国の歳入を平準化する目的から、その
年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ
納付しなければならないとされている制度です。翌年
の確定申告において、確定申告書で計算した税額から
予定納税額を差し引くことで、税額の過不足分を精算
することになります。

② 予定納税基準額の計算方法
　予定納税基準額（特別農業所得者以外）は、次の（1）
または（2）のようになります。
（1）原則として、本年5月15日現在で確定している前
　   年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額とな
　   ります。
（2）次のイからハのいずれかに該当する場合。
     イ  前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職
          所得等の分離課税の所得（分離課税の上場株
          式等の配当所得等を除きます。）および譲渡所
          得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨
          時所得の金額（以下「除外所得の金額」とい
          います。）が含まれている場合。
     ロ  前年分の所得について外国税額控除の適用を
          受けている場合。
     ハ  前年分の所得税について災害減免法の規定の
          適用を受けている場合。

確定申告を間違えたとき！ ！
　法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに
気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。

　更正の請求という手続ができる場合があります。この手続
は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行いま
す。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容を
検討して、納め過ぎた税金がある等（純損失の金額が増え
る場合を含みます。）と認めた場合には、減額更正（更正の
請求をした人にその内容が通知されます。）をして税金を還
付または純損失の金額を増加することになります。よって、
所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な
税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請
求はできません。
　更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限か
ら5年以内です。

❶納める税金が多過ぎた場合や
　 　　　　還付される税金が少な過ぎた場合

❷納める税金が少な過ぎた場合や
　 　　　　還付される税金が多過ぎた場合
　この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
修正申告をする場合には、次の点に注意してください。
１  誤りを把握した際には、できるだけ早く修正申告
    をしてください。
　税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告
をした場合であれば、過少申告加算税はかかりません。
　税務署からの調査の事前通知の後に修正申告（調査に
よる更正を予知する前の修正申告）をした場合には、新た
に納める税金のほかに、新たに納める税金に5パーセントの

割合を乗じた過少申告加算税がかかります。ただし、新たに
納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多
い金額を超えている場合、その超えている部分については
10パーセントの割合になります。
　また、税務署の調査を受けた後に修正申告（調査による
更正を予知した修正申告）をした場合や、税務署から申告
納税額の更正を受けた場合には、新たに納める税金のほ
かに、新たに納める税金に10パーセントの割合を乗じた過
少申告加算税がかかります。ただし、新たに納める税金が
当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えて
いる場合、その超えている部分については15パーセントの
割合になります。
（注１）令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの
         （令和5年分以降）について、税務署の調査におい
         て、帳簿の提示または提出を求められた際に帳簿の
         提示等をしなかった場合および帳簿への売上金額の
         記載等が本来記載等をすべき金額の2分の1未満
         だった場合は、新たに納める税金に10パーセントの
         割合を乗じて計算した金額が過少申告加算税に加
         算されます。また、帳簿への売上金額の記載等が
         本来記載等をすべき金額の3分の2未満だった場合
         は、新たに納める税金に5パーセントの割合を乗じ
         て計算した金額が過少申告加算税に加算されます。
（注２）当初の確定申告が期限後申告の場合は無申告加算
         税がかかる場合があります。
２  新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が
    納期限となりますので、その日に納めてください。
3  この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付す
    る必要があります。
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横浜市からのお知らせ

市税の納付方法

スマホ決済 クレジット納付（※1） ペイジー納付 口座振替（※2）

※1 税額に応じてシステム利用料がかかります。　※2 軽自動車税（種別割）は対象外です。

● 法人市民税　● 事業所税　● 個人市民税・県民税・森林環境税（特別徴収）
● 個人市民税・県民税（退職所得）

● 個人市民税・県民税・森林環境税（普通徴収）　● 固定資産税・都市計画税（土地・家屋）　　
● 固定資産税（償却資産）　● 軽自動車税（種別割） 

eLTAXを使用し、全ての都道府県・市区町村へ、自宅や職場のパソコンから電子納付す
ることができます。さらに、複数の地方公共団体に対して、それぞれの税目ごとに一括
で納付・納入ができます。インターネットバンキング、クレジットカード、ダイレクト納付
（事前に登録した金融機関の口座からの引落し）、ATMでの納付に対応しています。

▶ 地方税共通納税システム

■インターネット等を利用した納付方法

横浜市税　納付方法

最新の情報・納付方法の詳細は
横浜市ウェブページをご覧ください

エルタックス

ご利用方法等の詳細は
eLTAXウェブページをご覧ください
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